
別紙２ 

 

本学における「面接授業科目」及び「遠隔授業科目」の取扱いについて 

 

１．本学における各授業回（100 分・1コマ分）の実施方式に関する定義 
 

面接授業 教員と学生が、当該授業を実施する通常教室等の教場において、同一空間

内において対面形式による授業を実施するものをいう。 

遠隔授業 

（*１） 

大学設置基準第２５条第２項および平成１３年文部科学省告示第５１

号（大学設置基準第２５条第２項の規定に基づく大学が履修させることが

できる授業等）に定める授業をいう。 

本学では、担当授業科目の内容および教育効果に照らし、以下の４類型

の方式を適切に組み合わせて行う授業を遠隔授業とする。 

①ハイフレックス型授業 

「面接授業」をリアルタイム配信し、教室外にいる学生にも同時・双

方向で実施する授業。 
 

②ライブ型オンライン授業 

オンライン会議システム等のＩＣＴツールを活用し、教員と学生が異

なる場所において同時・双方向で実施する授業。教員の授業配信場所は

教室等に限らない。 
 

③オンデマンド型授業 

授業を録画し、オンライン上で動画を提供したのち、教員と学生の間

でメール等を用いて質問や議論を行う授業。 
 

④資料配信型授業 

ナレーション付きの授業資料（パワーポイント等）を作成し、オンラ

イン上で提供したうえで、教員と学生の間でメール等を用いて質問や議

論を行う授業。 

（*１）合理的な理由から対面形式での出席が叶わないと各学部・研究科が認めた学生に

限り、①、②、③および④の類型にて授業を行う場合には、当該授業回は、遠隔授

業ではなく、面接授業として取り扱う。 

 

２．本学における「面接授業科目」と「遠隔授業科目」の取り扱い 
 

面接授業科目 すべての履修学生に対して、全授業回数のうち半数以上の授業回（全

１４回中、７回以上）について、面接授業を受講するよう求める授業科

目。 

ただし、当該授業の履修を希望する学生からの申し出により、合理的

な理由（*２）から対面形式での出席が叶わないと各学部・研究科が認

めた学生については、この限りではないものとする。 

（*２）配慮が必要な「合理的な理由」の基準については別に定める。 

遠隔授業科目 「遠隔授業」を全授業回数のうち半数を超える授業回（全１４回中、

８回以上）において実施した授業科目。 



遠隔授業科目は、中央大学学則３５条の６において、卒業に必要な単

位として算入される単位数の上限を、６０単位までとすることが規定

されている。ただし、この単位数の上限については、学部の授業科目に

ついてのみ適用し、大学院研究科、専門職大学院研究科の授業科目には

適用しないものとする。 
 

◎面接授業と遠隔授業の組み合わせによる「ブレンド型」科目の取り扱い 

面接授業と遠隔授業の４類型で行う授業を、授業回によって適切に組み合わせて

行う授業を「ブレンド型」科目と呼称する。その取り扱いは、半数以上の授業回（全

１４回中、７回以上）を面接授業で行い、かつ、その授業回について、すべての履修

学生が対面形式で受講するよう求めている場合には「面接授業科目」、求めていない

場合には「遠隔授業科目」とする。 

 

３．遠隔授業科目で単位修得した場合の卒業に必要な単位として算入できる上限について 

遠隔授業科目は、オンラインを積極的に活用した場合に高い教育効果が得られると判

断される一部の授業科目に限られますが、中央大学学則においては、これらの授業科目で

修得した単位について、卒業に必要な単位として算入できる単位数の上限が６０単位ま

でと定められています。 

そのため、遠隔授業科目の受講にあたっては、シラバスのおける各授業科目の実施形態

を確認したうえで、計画的に履修するよう留意してください。 

なお、遠隔授業科目に関する、中央大学学則の規定は以下のとおりです。 

 

・中央大学学則 

（メディアを利用して行う授業科目） 

第三十二条の二 前条に規定する授業については、多様なメディアを高度に利用して、当

該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。 

２ 多様なメディアを高度に利用して行う授業科目及び履修方法等は、各学部教授会が

別に定める。 

（メディアを利用して行う授業で修得した単位） 

第三十五条の六 第三十二条の二に規定する授業の方法により修得した単位については、

第四十三条第一項第二号に規定する卒業に必要な単位のうち、六十単位を超えないも

のとする。 

 

４．合理的な理由によりキャンパスへの通学が叶わない場合について 

  本学では、基礎疾患を有する場合など、新型コロナウイルス感染症に関連する事由につ

いて、合理的な理由から本学キャンパスへの通学が困難な学生に対しては、個別の事情を

勘案したうえで不利益が生じないよう配慮することとしています。 

  そのため、授業科目の履修に際して、個別の事情がある場合には、予めご所属の学部事

務室まで申し出てください。 

  ※合理的な理由が認められることなく遠隔で授業を受講した場合には、欠席扱いとな

ることがありますので、必ず指定の受講方法により授業に出席してください。 

  ※お申し出の内容によっては、配慮の対象に該当しないと判断される場合があること

にご留意ください。 

以上 


